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程
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一
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令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
号
中
「
、
世
界
文
化
遺
産
登
録
推
進
室
長
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
、
世
界
文

化
遺
産
登
録
推
進
室
長
代
理
」
を
削
り
、
同
条
第
十
五
号
中
「
、
水
産
業
改
良
普
及
所
長
」
及
び

「
、
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
」
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
水
産
振
興
課
の
項
及
び
漁
港
漁
場
整
備
課
の
項
の
部
長
専
決
事

項
の
欄
に
掲
げ
る
」
を
「
水
産
局
の
分
掌
事
務
の
う
ち
、
農
林
水
産
部
長
の
専
決
事
項
の
う
ち
か
ら

農
林
水
産
部
長
が
定
め
る
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
農
林
水
産
部
に
あ
つ
て
は
水
産
局

長
又
は
次
長
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
六
項
第
五
号
中
「
、
家
畜
保
健
衛
生
所
副
所
長
」
を
「
家
畜
保
健
衛
生
所
副
所
長
、

水
産
事
務
所
に
あ
つ
て
は
水
産
事
務
所
副
所
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
人
事
課
の
項
の
第
九
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
四
条
第
七
項
」
を
「
第
三
条

第
七
項
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
を
削
り
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
十
八
条
及
び
第
二

十
九
条
」
を
「
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
」
に
、
「
職
員
き
章
」
を
「
職
員
記
章
」
に
改
め
、
同
欄

ロ
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
財
産
管
理
課
の
項
中
第
三
号

を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

工
事
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

一
件
の
請
負
工
事

設
計
額
（
支
給
品
の

額
を
含
む
。
以
下

「
設
計
額
」
と
い

う
。
）
が
二
億
六
千

万
円
以
上
三
億
九
千

万
円
未
満
の
建
築
工

事
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
三
億
九
千
万
円

以
上
五
億
円
未
満
の

建
築
工
事
の
設
計
変

更
に
関
す
る
こ
と
。

イ

一
件
の
設
計
額
が

一
億
三
千
万
円
以
上

二
億
六
千
万
円
未
満

の
建
築
工
事
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
二
億
六
千
万
円

以
上
三
億
九
千
万
円

未
満
の
建
築
工
事
の

設
計
変
更
に
関
す
る

こ
と
。

イ

一
件
の
設
計
額
が

一
億
三
千
万
円
未
満

の
建
築
工
事
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

建
築
工
事
の
設

計
、
監
督
又
は
調
査

の
受
託
の
決
定
に
関

す
る
こ
と
。

ハ

当
初
契
約
予
定
価

格
が
二
億
六
千
万
円

未
満
の
建
築
工
事
の

設
計
変
更
に
関
す
る

こ
と
。

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
三
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ
と

し
、
同
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利

用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
三
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

青
森
県
報
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ロ

第
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
三
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

第
四
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
認
定
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
三
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ル
を
タ
と
し
、
ヌ
を
ヨ
と
し
、

リ
を
カ
と
し
、
チ
を
ル
と
し
、
同
ル
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ

第
四
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
認
定
に
関
す
る

こ
と
。

ワ

第
四
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
然
体
験
活
動
促
進
計
画
の
変
更
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
三
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ト
を
ヌ
と
し
、
ヘ
を
リ
と
し
、

ホ
を
チ
と
し
、
同
欄
ニ
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
協
議
及
び
承
認
」
を

「
承
認
及
び
協
議
」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
欄
ホ
と
し
、
同
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
利

用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利

用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
変
更
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
三
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、

イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

第
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る

こ
と
。

別
表
第
一
自
然
保
護
課
の
項
の
第
三
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ハ
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
第
七

号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
三
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
一
号
の
副
知

事
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
五
十
六
条
第
七
項
」
の
下
に
「
（
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
百
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消

し
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
一
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
百
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針
の
変
更
の
認
定
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
二
十
二
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
同
欄
ロ
と
し
、
同

欄
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

市
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
行
政
庁
を
含
む
。
）
が
行
う
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る

保
護
の
決
定
及
び
実
施
に
係
る
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求
の
裁
決
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
医
療
薬
務
課
の
項
の
第
十
五
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ホ
を
同
欄
ト
と
し
、
同
欄
ニ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

第
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
こ

と
。

ヘ

第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
の
取
消
し
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
一
医
療
薬
務
課
の
項
の
第
十
五
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
レ
を
ム
と
し
、
タ
を
ラ
と

し
、
ヨ
を
ナ
と
し
、
カ
を
ツ
と
し
、
同
ツ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ネ

第
七
十
二
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
法
令
遵
守
体
制
の
改
善
の
命
令
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
医
療
薬
務
課
の
項
の
第
十
五
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ワ
を
ソ
と
し
、
ヲ
を
レ
と

し
、
同
欄
ル
中
「
第
四
十
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
十
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
、
同
ル
を
同
欄

タ
と
し
、
同
欄
中
ヌ
を
ヨ
と
し
、
ホ
か
ら
リ
ま
で
を
ヌ
か
ら
カ
ま
で
と
し
、
同
欄
ニ
中
「
及
び
」
を

「
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
ニ

を
同
欄
ト
と
し
、
同
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
区
分
適
合
性
確
認

に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
適
合
性
確
認

に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
医
療
薬
務
課
の
項
の
第
十
五
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ハ
中
「
第
十
三
条
第
六
項
」
を

「
第
十
三
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
欄
ホ
と
し
、
同
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に

係
る
登
録
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
医
療
薬
務
課
の
項
の
第
十
五
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
を
ハ
と

し
、
同
欄
に
イ
及
び
ロ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
連
携
薬
局
の
認
定
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
の
更
新
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
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ロ

第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
認
定
（
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
の
更
新
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
一
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
六
条
の
二
第
二

項
」
を
「
第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
の
第
十
五
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

「
附
則
第
二
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
商
工
政
策
課
の
項
の
第
十
四

号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
請
負
工
事
設
計
額
（
支
給
品
の
額
を
含
む
。
以
下
「
」
及
び

「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
表
地
域
産
業
課
の
項
の
第
四
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
ヘ
を
同
欄

ト
と
し
、
同
欄
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
等
の
場
合
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
畜
産
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
畜
舎

建
築
利
用
計
画
の
認

定
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
畜
舎
建

築
利
用
計
画
の
認
定

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
畜
舎
建

築
利
用
計
画
の
変
更

の
認
定
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

第
六
条
第
二
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
仮
使
用
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
地
位
の
承

継
の
認
可
に
関
す
る

こ
と
。

ホ

第
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
認
定

の
失
効
の
通
知
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
一
水
産
振
興
課
の
項
の
第
十
二
号
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年

法
律
第
十
五
号
」
を
「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律

第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に

改
め
、
同
表
都
市
計
画
課
の
項
の
第
四
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
中
「
第
二

十
五
条
の
十
八
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
」
に
改
め
、
同
欄
ヘ
中
「
第
二
十
五
条
の
十
四
」
を

「
第
二
十
五
条
の
二
十
六
」
に
改
め
、
同
表
建
築
住
宅
課
の
項
の
第
五
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
の
容
積
率
の
特
例
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
建
築
住
宅
課
の
項
の
第
二
十
二
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
ロ
中
「
工
事
」
を
「
建
築

工
事
」
に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
ロ
を
削
り
、
同
欄
ハ
を
同
欄
ロ
と
す
る
。

別
表
第
一
の
二
人
事
課
給
与
事
務
担
当
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
項
の
第
十
号
中
「
附
則
第
二

条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
の
項
中
「
地
域
県

民
局
」
を
「
三
八
地
域
県
民
局
、
西
北
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
長
の
項
の
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十

七
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
」
を
「
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所

長
」
に
改
め
、
同
表
地
域
県
民
局
（
三
八
地
域
県
民
局
及
び
上
北
地
域
県
民
局
を
除
く
。
）
の
地
域

整
備
部
長
の
項
中
「
地
域
県
民
局
（
三
八
地
域
県
民
局
及
び
上
北
地
域
県
民
局
を
除
く
。
）
」
を

「
東
青
地
域
県
民
局
、
西
北
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
」
に
改
め
、
同
表
東
青
地
域
県
民

局
地
域
整
備
部
長
の
項
の
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第
五
項
第
五
号
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
第
三

号
」
に
改
め
、
同
項
の
第
四
号
中
「
第
十
八
条
第
五
項
第
六
号
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
第
四
号
」

に
改
め
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
の
項
の
第
二
十
八
号
中
「
ヨ
」
を

「
タ
」
に
改
め
、
同
表
東
青
地
域
県
民
局
、
中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康

福
祉
部
の
福
祉
総
室
長
西
北
地
域
県
民
局
、
上
北
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康

福
祉
部
の
福
祉
こ
ど
も
総
室
長
の
項
の
第
一
号
中
「
ワ
」
を
「
カ
」
に
、
「
ヨ
」
を
「
タ
」
に
改

め
、
同
表
東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
長
中
南
地
域
県
民
局
及
び
三

八
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
こ
ど
も
相
談
総
室
長
西
北
地
域
県
民
局
、
上
北
地
域
県
民
局

及
び
下
北
地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
福
祉
こ
ど
も
総
室
長
の
項
の
第
一
号
中
「
ワ
」
を

「
ワ
、
カ
」
に
、
「
カ
及
び
ヨ
」
を
「
ヨ
及
び
タ
」
に
改
め
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
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部
の
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
の
項
を
削
り
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
漁
港

漁
場
整
備
事
務
所
の
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
の
項
中
「
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
の
漁
港
漁
場
整
備

事
務
所
長
」
を
「
水
産
事
務
所
の
水
産
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
八
地
域
県
民

局
、
西
北
地
域

県
民
局
及
び
下

北
地
域
県
民
局

の
地
域
農
林
水

産
部
の
水
産
事

務
所
の
水
産
事

務
所
長

一

事
務
委
任
規
則
第
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
こ
ど
も
み
ら
い
課
の

項
の
第
十
五
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
一
の
二
人
事
課
給
与
事
務
担
当

グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
項
の
第
十
号
の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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